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Ⅰ　伐採、造林、間伐、保育その他森林の整備に関する基本的な事項 

１　森林整備の現状と課題 

　　（現状）　 

本市は、福井県の北東部に位置し、南は大野市、西は吉田郡永平寺町、北西に坂井市、南

西は福井市に接しており、石川県に接する北側は、越前甲、取立山、大長山に連なる１，３

００ｍ前後の加越国境の山々に接する山岳地帯である。その山並みを水源とする滝波川は、

市の中心部を南東より南西にかけて流れる県下最大河川である九頭竜川に合流し、流域は勝

山盆地を形成しており、周辺に集落や農耕地が散在している。また、西から北へ国道４１６

号が、北から南東へ国道１５７号がそれぞれ市の中心部を横断、西から南東へ市の郊外部を

中部縦貫自動車道が縦断している。 

本市の総面積は、２５，３８８ｈａであり、森林面積は、２０，１８５ｈａで総面積の約

８０％を占めている。民有林面積は、１８，１８３ｈａで、その内スギを主体とした人工林

の面積は、７，７６６ｈａであり、人工林率４２．７％で県平均（４５．２％）とほぼ同等

である。しかし、４０年生以下の若い林が１，０７４ｈａで、１３．８％と多くを占めてお

り、今後、保育、間伐を適正に実施していくことが重要である。 

　　　　　　 

（課題） 

本市の森林は、市民の生活に密着した里山林、林業生産活動が積極的に実施されるべき育

成林、更には公益的機能の高い広葉樹が生育する天然林で構成されている。また、森林に対

する市民の意識、価値観が多様化し、求められる機能が多くなっていることから、以下のよ

うな課題がある。 

① 南東部地区について、昭和３０年代から４０年代において造林が積極的に行われてい

た地域であり、初期的な保育施業は終了した林分が多いため、今後における造林施業に

ついては、長伐期施業に合わせた間伐施業を計画する。また、松枯れ被害木も多く存在

しているので、林地保全の観点から、樹種転換等森林整備を行う必要がある。 

② 南西部地区は当市の中心に位置し、林業の最も盛んな地域である。人工林率も高く、そ

の中でも７齢級以下の要保育林分が多く、今後も、保育、間伐等を適正に実施していく

ことが必要である。また、当該地区には、保安林等の制限林が広範囲で存在しており、

水源の涵養、国土の保全、そして森林レクリエ－ション等の諸機能を高度に発揮してい
かん

ることもあり、市民の生活環境において中心的な役割を果たしている。今後も、こうし

た公益機能林についても、積極的に整備を実施していく必要がある。 

③ 北東部地区は、全域的に豪雪地帯であり、植栽木の生育が悪い状況にある。 

　　　　　また、標高が高いことから、天然林が残されている区域があり、水土保全の役割が大き

い。今後は、人工林の保育に加え、天然林の整備、保護についても、実施していく必要

がある。保健機能森林周辺においても、森林レクリエーションの場として活用を図る。 
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２　森林整備の基本方針 

「越前地域森林計画」では、本計画における森林整備の目標の設定に当たっては、森林の

有する多面的機能を持続的に発揮させるという基本的な考え方のもと、これらの森林に係る

自然的条件及び社会的要請等を総合的に勘案し、森林の有する水源涵養、山地災害防止／土
かん

壌保全、快適環境形成、保健・レクリエーション、文化、生物多様性保全及び木材等生産の

各機能を高度に発揮させるため、その期待する機能ごとに「水源涵養機能林」、「山地災害
かん

防止機能林」、「生活環境保全機能林」、「保健文化機能林」及び「木材生産機能林」の５

つの区域に区別し、本計画区の望ましい森林の姿を踏まえ、森林の適正な整備及び保全の実

施により安定的に推移する姿を「指向する森林の姿」として示し、これを長期的な森林整備

の目標としている。 

この場合、森林の長期的な特性を踏まえ、指向する森林の姿への移行期間はおおむね４０

年後とし、これに到達する過程として計画期末を中間目標として示すものとしている。 

なお、この５つの区域について森林整備を効率的に推進する観点から、目指すべき森林の

姿を森林の公益的機能の発揮を主目的とした「環境保全に適した森林」と、木材の持続的な

生産を主目的とした「資源の循環利用に適した森林」の２つにゾーニングし、それぞれに応

じた森林整備を進めるものとしている。 

本市においても、上位計画である「越前地域森林計画」に従い、森林の持つ７つの機能を

２つにゾーニングし、森林施業を行う方法を規定する。 

また、森林施業の推進方策は、森林の生育状態によって異なるため、育成林、天然生林と

いう人為の程度、単層、複層という森林の階層構造に着目し、育成単層林、育成複層林、天

然生林の３つに区分する。これらの３つの区分ごとに期待される機能の発揮に向け、森林施

業を進める。 

 

（1）環境保全に適した森林 

森林の公益的機能の発揮を主目的とし、その機能を持続的に発揮する森林整備を行ってい

く。 

 

・主として水源涵養、山地災害防止機能の発揮を重視し維持向上を図る必要のある森林に
かん

ついては、高齢級の森林や複層林への誘導、針広混交林化、伐採に伴う裸地面積の縮小及

び分散等により、適正な整備、保全を図るものとする。 

 森林区分 整備の方向 位置条件等

 

優先する 

森林

①育成複層林

・針葉樹単層林は、群状・帯状の伐採を基

本に、状況に応じて択伐や天然力を活用

した広葉樹導入による針広混交の複層

状態の森林へ誘導

 
②天然生林

・主として天然力を活用し、状況に応じて

更新補助などにより保全・管理

・天然力により機能

が確保される森

林

 
③育成単層林

・針葉樹単層林は、保育・間伐と伐期の長

期化を基本として育成・管理
・緩傾斜な森林
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・主として生活環境保全、保健文化機能の発揮を重視し維持向上を図る必要のある森林

は、自然環境等の保全及び創出を基本とし、適正な整備、保全を図るものとする。 

 

（2）資源の循環利用に適した森林 

木材の持続的な生産を主目的とし、その機能を持続的に発揮する森林整備を必要に応じて

公益的機能の確保に留意しながら行っていく。 

 

・主として木材生産機能の発揮を重視し維持向上を図る必要のある森林は、効率的かつ安

定的な木材資源の活用を基本とし、適正な整備、保全を図る。この場合、林道等の基盤整

備、木材生産コスト、林業経営方針を十分に考慮するものとする。 

なお、水源涵養、山地災害防止の公益的機能を発揮していく必要のある森林については、
かん

その機能が持続的に発揮されるよう留意するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 森林区分 整備の方向 位置条件等

 

優先する 

森林

①天然生林

・原生的な自然や貴重な野生生物の生育・生息

地である森林、すぐれた自然を構成する森林

は自然状態での維持を基本として保全・管理

 
②育成複層林

・広葉樹導入による針広混交の複層状態の森林

へ誘導

・都市近郊林、里山 

林等

 
③育成単層林

・針葉樹単層林は景観等への影響を配慮し、育

成・管理

・里山等の緩傾斜な 

森林

 森林区分 整備の方向 位置条件等

 

優先する 

森林

①育成単層林

・高い成長量を有する針葉樹単層林は適切な保育・

間伐及び多様な伐期による伐採と植栽での確実な

更新を図り、単層状態の森林として育成・管理

・緩傾斜

 

②育成複層林

・針葉樹単層林は群状・帯状の伐採や択伐等により

多様な林齢・齢級の林木を有する複層状態の森林

へ誘導 

・針葉樹単層林に介在し、継続的な資源利用が見込

まれる広葉樹林等は、更新補助などにより複層状

態の森林へ誘導

 
③天然生林

・尾根筋や沢筋、原木生産等の資源利用に適した森

林等については、主として天然力を活用し、必要に

応じ更新補助などにより適切に保全・管理

・天然力により機

能が確保される

森林
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目指すべき森林の区分と森林機能区分との関係（概念図） 

　　　　  
 

 

（2）人工林における収益性と災害リスクを基にしたゾーニング 

　　森林のうち人工林においては、路網からの距離、地形の傾斜、斜面の崩れやすさ等を基

準に収益性と災害リスクの観点からゾーニングを行い、資源の循環利用と環境保全に適し

た森林整備を推進していく。 

 

　　・収益性が高く災害リスクの低い林業適地では、主伐・再造林を図るものとする。 

　　・人家裏などの非皆伐施業が適した地域では、小規模・多間伐施業を図るものとする。 

　　・収益性の低い林業不適地では、公的整備による針広混交林へ誘導など、自然力を活用

した施業を図るものとする。 
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人工林におけるゾーニング（概念図） 

 

 

 

３　森林施業の合理化に関する基本方針 

県、市、森林所有者、森林組合、森林管理署長等で相互に連絡を密にして、森林施業の共

同化、林業後継者の育成、林業機械化の促進及び木材流通・加工体制の整備など、長期展望

に立った林業諸施策の総合的な実施を計画的に推進するものとする。 
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Ⅱ　森林の整備及び保全に関する事項 

　第１　森林の整備及び保全に関する基本的な事項 

１　森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策 

本市の森林の整備の基本的な考え方は、森林の有する多面的機能が十分発揮されるよう、

特に７つの機能の発揮に配慮し、それぞれの区域の森林に応じた機能に着目した森林整備

を行うことである。 

「越前地域森林計画」では、森林の有する各機能が発揮される場である「流域」を基本

的な単位として、森林の有する各機能を高度に発揮するため、併存する機能の発揮に配

慮しつつ、発揮を期待する機能に応じた整備及び保全を行う観点から、森林資源の状

況、林道の整備状況、森林に関する自然的条件及び社会的要請を総合的に勘案し、それ

ぞれの森林が特に発揮することを期待されている７つの多面的機能を重複する機能に応

じて水源涵養機能林、山地災害防止機能林、生活環境保全機能林、保健文化機能林及び
かん

木材生産機能林の５つの区域に区分し、森林施業を行う方法を規定している。 

更に、森林の公益的機能の発揮を主目的とした「環境保全に適した森林」と木材の持

続的な生産を主目的とした「資源の循環利用に適した森林」に大別することとし、 

a 育成単層林における保育・間伐及び主伐・再造林の積極的な推進 

b 人為と天然力を適切に組み合わせた多様性に富む育成複層林の積極的な整備 

c 天然生林の適正な保全・管理 

d 保安林制度の適切な運用と山地災害等の防止対策の推進 

e 森林病害虫・野生鳥獣被害の防止対策の推進 

等により、発揮を期待する機能に応じた多様な森林の整備及び保全を図ることとする。 

また、効率的な森林施業や森林の適正な管理・経営に欠くことのできない施設であり、

農山村地域の振興にも資する林道等の整備を計画的に推進し、路網と高性能林業機械を組

み合わせた低コストで効率的な作業システムの普及及び定着を図るとともに、施業の集約

化に努めることとする。 

また、森林施業の推進方策は、森林の生育状態によって異なるため、育成林、天然生林

という人為の程度、単層、複層という森林の階層構造に着目し、育成単層林、育成複層

林、天然生林の３つに区分する。これらの３つの区分ごとに期待される機能の発揮に向け

た森林施業の推進方策を表１に示す。 

 

２　森林の整備及び保全の目標 

発揮を期待する機能に応じた適正な森林整備及び保全の確保に当たって、森林の有する

７つの多面的機能を総合的かつ高度に発揮する上で、望ましい森林の姿については次のと

おりである。 

なお、特に下記「木材等生産機能」の高い森林においては、花粉発生源となるスギ等の

人工林の伐採・利用や花粉の少ない苗木等の導入を図るものとする。 
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①水源涵養機能 
かん

下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄えるすき間に富んだ浸

透・保水能力の高い森林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進する

施設等が整備されている森林 

②山地災害防止機能／土壌保全機能 

下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射し込み、下層植生ととも

に樹木の根が深く広く発達し土壌を保持する能力に優れた森林であって、必要に応

じて山地災害を防ぐ施設が整備されている森林 

③快適環境形成機能 

樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮へい能力が高く、諸被害に対する抵抗性

が高い森林 

④保健・レクリエーション機能 

身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種等からな

り、市民等に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要に応じて保健活動

に適した施設が整備されている森林 

⑤文化機能 

史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森

林であって、必要に応じて文化・教育的活動に適した施設が整備されている森林 

⑥生物多様性保全機能 

原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息している森林、陸域・水域にまた

がり特有の生物が生育・生息する渓畔林など 

⑦木材等生産機能 

林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木により構成

され、成長量が高い森林であって、林道等の基盤施設が適切に整備されている森林 

 

３　森林の整備及び保全の基本方針 

（1）森林の整備及び保全の基本的な考え方 

森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、生物多様性の保全や近年

の地球温暖化に伴い懸念される集中豪雨の増加等の自然環境の変化も考慮しつつ、適正な

森林施業の実施や森林の保全の確保により健全な森林資源の維持増進を推進するととも

に、その状況を的確に把握するための森林資源調査や森林の区域を明確にする森林GIS の

精度向上や効果的な活用を図ることとする。 

具体的には、森林の有する各機能が発揮される場である「流域」を基本的な単位とし

て、森林の有する各機能を高度に発揮するため、併存する機能の発揮に配慮しつつ、発揮

を期待する機能に応じた整備及び保全を行う観点から、森林資源の状況、林道の整備状

況、森林に関する自然的条件及び社会的要請を総合的に勘案し、それぞれの森林が特に発

揮することを期待されている７つの多面的機能を重複する機能に応じて水源涵養機能林、
かん
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山地災害防止機能林、生活環境保全機能林、保健文化機能林及び木材生産機能林の５つの

区域に区分する。 

 

（2）発揮を期待する機能に応じた森林区分ごとの整備及び保全の方針 

①水源涵養機能林 
かん

ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する森林及び地域の用水源として重要なた

め池、湧水池及び渓流等の周辺に存する森林については、水源涵養機能の維持増進を
かん

図る森林として整備及び保全を推進する。 

具体的には、洪水の緩和や良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・

間伐を促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとともに、伐

採に伴って発生する裸地については、縮小及び分散を図る。また、自然条件や市民の

ニーズ等に応じ、天然力も活用した施業も推進する。 

ダム等の利水施設上流部等において、水源涵養の機能が十分に発揮されるよう、適
かん

切な管理を推進することを基本とする。 

②山地災害防止機能林 

山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及ぼすおそれがある森林など、土砂の

流出・崩壊その他山地災害の防備を図る必要のある森林については、山地災害防止機

能／土壌保全機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。 

具体的には、災害に強い土壌基盤を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮

した上で、林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進する。また、自然条件や市

民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業も推進する。 

集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土砂の流出防備

等の機能が十分に発揮されるよう、適切な管理を推進するとともに、渓岸の浸食防止

や山脚の固定等に必要な治山施設の設置を推進することを基本とする。 

③生活環境保全機能林 

市民の日常生活に密接な関わりを持つ里山林等であって、騒音や粉じん等の影響を

緩和する森林及び森林の所在する位置、気象条件等からみて風害、霧害等の気象災害

を防止する効果が高い森林については、快適環境形成機能の維持増進を図る森林とし

て整備及び保全を推進する。 

具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大気

の浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし樹種の多様性を増進する施業や適

切な保育・間伐等を推進する。 

快適な環境の保全のための適切な管理、防風に重要な役割を果たしている森林の保

全を推進する。 

④保健文化機能林 

観光的に魅力のある高原、渓谷等の自然景観や植物群落を有する森林、キャンプ場

や森林公園等の施設を伴う森林など、市民の保健・教育的利用等に適した森林、史
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跡・名勝等の存在する森林、これらと一体となり優れた自然景観等を形成する森林に

ついては、保健機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。 

具体的には、市民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件や市民のニーズ

等に応じ広葉樹の導入を図ることや、美的景観の維持・形成に配慮する等の多様な森

林整備を推進する。 

また、保健・風致の保存等のための適切な管理を推進する。 

⑤木材生産機能林 

市民の生活に不可欠であり、再生可能資源としての重要性が高まりつつある木材等

の林産物を、持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性を確保

し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育及び間

伐の実施を推進することとする。この場合、施業の集約化や機械化を通じた効率的な

整備をすることを基本とする。 

 

表１　重視すべき機能に応じた森林区分ごとの森林施業の方策 

 

 

  機能 

項目

水源涵養機能林 
かん

山地災害防止機能林

生活環境保全機能林 

保健文化機能林
木材生産機能林

 
基本方向

・高齢級の森林への誘導及び伐採に

伴う裸地面積の縮小・分散
・自然環境等の保全・創出 ・効率的・効果的な木材資源の活用

 

主
な
施
業
と
誘
導
方
向

育
成
単
層
林

・針葉樹単層林（緩傾斜、高成長量）

は適切な保育、間伐と伐期の長期化

を基本とした単層状態の森林とし

て育成・管理

・針葉樹単層林（里山等の緩傾斜、高

成長量）は景観等への影響を配慮し

た適切な保育、間伐を基本とした単

層状態の森林として育成・管理

・針葉樹単層林（緩傾斜、高成長量）

は適切な保育、間伐と多様な伐期に

よる伐採と植栽での確実な更新を

図り、単層状態の森林として育成・

管理

 

育
成
複
層
林

・針葉樹単層林は群状・帯状の伐採

や択伐を基本に状況に応じて択伐

や天然力を活用した広葉樹導入に

よる針広混交の複層状態の森林へ

誘導 

・保安林等の天然生林は更新補助等

により複層状態の森林として育

成・管理

・都市近郊や里山林等は、広葉樹と針

葉樹の混交を含む複層状態の森林へ

誘導

・針葉樹単層林は、群状・帯状の伐

採や択伐等により多様な林齢・齢級

の林木を有する複層状態の森林へ

誘導 

・針葉樹単層林に介在し、継続的な

資源利用が見込まれる広葉樹林等

は、更新補助等により複層状態の森

林へ誘導

 
天
然
生
林

・主として天然力を活用し、状況に

応じて更新補助等により適切に保

全・管理

・原生的な自然や貴重な野生生物の

生育・生息地である森林をはじめ、す

ぐれた自然を構成する森林は必要に

応じ植生の復元を図るなど適切に保

全・管理

・尾根筋や沢筋、原木生産等の資源

利用に適した森林等については、主

として天然力を活用し、必要に応じ

更新補助などにより適切に保全・管

理
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４　環境保全に適した森林及び資源の循環利用に適した森林と発揮を期待する機能に応じた

森林との関係 

①環境保全に適した森林 

○発揮を期待する機能に応じた森林区分のうち、木材生産機能林、水源涵養機能林、山
かん

地災害防止機能林で、次の事項の資源の循環利用に適した森林除いた森林 

○発揮を期待する機能に応じた森林区分のうち、生活環境保全機能林、保健文化機能林 

②資源の循環利用に適した森林 

木材の持続的な生産を主目的とする次の基準（目安）をすべて満たす人工林 

・標高800ｍ未満（スギの場合。樹種により異なる。） 

・傾斜30度未満 

・林道からの距離300ｍ未満 

・普通林又は禁伐・択伐の指定がない制限林 

※ただし、上記以外でも生育状況が良く、林道から近い森林などは「資源の循環利用　

に適した森林」としていく。 

 

（参考）各区分の区域の考え方 

（参考） 

（1）育成単層林 

人為によって保育などの管理がされた森林のうち、樹齢や樹高が同じ樹木によって

構成された森林。 

（2）育成複層林 

人為によって保育などの管理がされた森林のうち、樹齢や樹高又は樹種が異なる樹

木によって構成された森林。 

（3）天然生林 

自然の遷移にゆだね、主として自然の力を活用すること（天然更新）により、保全

 
区分

発揮を期待する機能に 
応じた森林 

(公益的機能等森林)

森林の有する機能

 

環境保全 
に適した

森林

・木材生産機能林 ・主として木材生産機能の維持発揮を図る森林

 ・水源涵養機能林
かん

・主として水源涵養機能の維持発揮を図る森林
かん

 ・山地災害防止機能林 ・主として山地災害防止機能／土壌保全機能の維持発揮を図る森林

 ・生活環境保全機能林 ・主として快適環境形成機能の維持発揮を図る森林

 

・保健文化機能林

・主として保健・レクリエーション機能の維持発揮を図る森林 

・主として文化機能の維持発揮を図る森林 

・主として生物多様性保全機能の維持発揮を図る森林

 資源の循

環利用に

適した森

林

　　　　－

・主として木材生産機能の維持発揮を図る森林 

（必要に応じ公益的機能の確保に留意する。）
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・管理されている森林。 

 

　　　　　　　  

 

５　森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

（1）樹種別の立木の標準伐期齢 

立木の標準伐期齢とは標準的な立木の伐採（主伐）時期に関する指標であり、標準的な立

地条件にある森林の平均成長量が最大となる林齢を基準に、森林の有する公益的機能や森林

の構成を勘案して定める伐採期（主伐）の基準である。森林資源の増進を図るため、標準伐

期齢に達するまでは主伐を見合わせるものとする。ただし、標準伐期齢に達した時点での森

林の伐採を義務付けるものではない。 

また、病虫害等の被害地等での伐採や目的とする材の用途により、標準伐期齢に満たない

林齢で主伐する場合には、当該森林の自然条件や公益的機能の発揮の必要度、伐採の目的な

どを勘案して適否を判断することとする。 

本市で定める樹種別の標準伐期齢を表２に示すが、成長等の特性に優れた特定苗木などが

調達可能となった場合は、その特性に対応した標準伐期齢の設定を検討していくものとする。 

 

表２　標準伐期齢の目安 

 

 

地　域

樹　　種

 
スギ ヒノキ カラマツ マツ

ブナ・ 

ミズナラ

その他 

広葉樹

 本市全域 ４０年 ４５年 ４５年 ４０年 ６５年 ２５年
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（2）立木の伐採（主伐）の標準的な方法 

立木の伐採（主伐）は、利用できる時期に達した立木を皆伐又は択伐で行うものであり、

更新（伐採跡地（伐採により生じた無立木地）が再び森林となること）を前提としている。 

なお、主伐をする場合においては、「主伐時における伐採・搬出指針」（令和 3 年 3月 16

日付け 2 林整整第 1157 号）及び「伐採作業と造林作業の連携等に関するガイドライン」（令

和 3 年 3 月 31 日付け県材第 209 号）を考慮しながら、森林の有する多面的な機能の維持増進

を図ることを基本とし、気候、地形、土壌等の自然的条件、既往の施業体系、森林資源の構

成、森林に対する社会的要請、木材価格・流通状況等の生産動向、施業制限等を踏まえ、次

に示す方法（皆伐、択伐、漸伐）に従って行うものとする。 

また、スギ等の人工林については、今後の花粉の飛散を抑制していくため、伐採後は花粉

の少ない苗木等による植え替えや広葉樹の導入を図るものとする。 

 

【皆伐】 

皆伐とは、主伐のうち伐採区域の森林を構成する立木の全てを伐採する方法である。 

皆伐に当たっては、気候、地形、土壌等の自然条件及び公益的機能の確保の必要性を

踏まえ、適切な伐採区域の形状、１箇所当たりの伐採面積の規模及び伐採区域のモザ

イク的配置に配慮し、伐採面積の規模に応じて、少なくともおおむね 20ha ごとに保残

帯を設けて適切な更新を図ることとする。 

 

皆伐イメージ図 

 

 

 

 

 

 

　　　　　  

            

【択伐】 

択伐については、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方

法であって、単木・帯状又は樹群を単位として、伐採区域全体ではおおむね均等な割合

で行うものとする。 

択伐に当たっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構成

となるよう、一定の立木材積を維持するものとし、原則として伐採率を 30％以下（伐

採後の造林が植栽による場合にあっては 40％以下）とし、適切な更新を図る。 

なお、立木の伐採の標準的な方法を定めるに当たっては、以下のアからオまでに留

意する。 
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ア森林の生物多様性の保全の観点から、野生生物の営巣等に重要な空洞木について、保残 

等に努める。 

イ森林の多面的機能の発揮の観点から、伐採跡地が連続することがないよう、伐採跡地間

の距離として、少なくとも周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保する。 

ウ伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定めその方法を 

勘案して伐採を行うものとする。特に、伐採後の更新を天然更新による場合には、天然

稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実等に配慮する。 

エ林地の保全、雪崩、落石等の防止、風害等の各種被害の防止、風致の維持等のため、 

渓流周辺や尾根筋等に保護樹帯を設置する。 

オ上記ア～エに定めるものを除き、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」 

（令和３年３月 16 日付け２林整整第 1157 号林野庁長官通知）のうち、立木の伐採方法 

に関する事項を踏まえること。 

 

　　　　　択伐イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【漸伐】 

漸伐とは、伐採区域内の主伐を数回に分けて行うもので、裸地を生ずることのない

方法である。上木によって稚樹が保護されるため気象害の危険性が低く、更新後は択

伐による複層林型とは違い、単層林型となる。そのため、その後の管理が容易である。 

しかし、漸伐は天然力を活用するため、予備伐、下種伐、後伐という伐採を更新木の

成長に合わせ、数回に分けて行う必要があり、皆伐と比べ採算性が劣る欠点がある。 

また、更新期（予備伐を始めて後伐が終了するまでの期間）に上木に風倒の危険性が

ある。 

以下に漸伐で行われる一連の伐採の種類を示す。 

予備伐　種子の結実を促し、稚樹の発生、生育に適した状態を作る弱度の伐採 

下種伐　種子の豊作年に実施し、一斉に稚樹の生育を促す強度の伐採 
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後伐　　稚樹の生育に応じて上木を徐々に何回かに分けて伐採する弱度の伐採 

（3）その他必要な事項 

特になし 

第２　造林に関する事項 

１　人工造林に関する事項 

（1）人工造林の対象樹種 

人工造林及び天然更新補助作業の植え込みをする対象樹種は、表３に示す人工造林の対

象樹種のとおりである。なお、基本として、スギは沢沿い～斜面下部（南斜面の乾燥した

土壌を除く。）、ヒノキは斜面中～上部に植栽する。 

なお、定められた樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、福井県奥越農林総合事務

所又は本市林業担当課とも相談の上、適切な樹種を選択するものとする。また、市の気候

に適し、成長に優れかつ花粉の少ない特定苗木や無花粉・少花粉スギなど、各種花粉の少

ない苗木の確保を図るため、その増加に努めるものとする。 

 

表３　人工造林の対象樹種 

 

 

 

 

※アカマツ、クロマツを植栽する場合は、松くい虫に対する抵抗性のあるマツを植栽します。 

 

（2）人工造林の標準的な方法 

人工造林は、施業の効率性や地位（林地の木材の生産力を示す指数）等の立地条件を踏

まえ、既往の植栽本数や保安林の指定施業要件（保安林としての働きを果たすために必要

最低限守らなければならない伐採や植栽方法等の森林の取扱い方法）を勘案して、表４に

示す１ha当たりの中仕立て（間隔をあけて植栽する方法）の標準的な植栽本数で実施する

ものとする。 

また、奥地の天然生林においては、拡大造林を行わず、天然力を活かした森林として維

持するものとする。 

なお、表４で示す植栽本数と大幅に異なる場合には、あらかじめ福井県奥越農林総合事

務所又は本市林業担当課と相談の上、適切な植栽本数を決定し、植栽するものとする。 

 

表４　人工造林の樹種及び仕立ての別の植栽本数 

 樹種 仕立て方法 植栽本数（本／ha） 備考

 ス　ギ 中仕立て 2,000～ 2,500

 ヒ ノ キ 中仕立て 2,000～ 2,500

 広葉樹 中仕立て 2,500～

 区　　　分 樹　　種　　名 備　考

 人工造林の対象樹種 スギ、ヒノキ、カラマツ、マツ等針葉樹、 

クヌギ、ナラ類、ケヤキ等広葉樹
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（3）その他人工造林の方法 

植栽本数の決定に当たり、コンテナ苗の活用等により植栽・保育経費の低コスト化を図

る場合等、表４で示す植栽本数から大幅に異なる場合等は、福井県奥越農林総合事務所林

業普及指導員等と相談の上、目的に応じた適切な本数とするものとする。 

加えて、花粉の少ない森林への転換を図るため、花粉症対策に資する苗木の植栽、針広

混交林への誘導等に努めることとし、コンテナ苗等の活用や伐採と造林の一貫作業システ

ム、低密度植栽の導入に努める。 

また、表５に示す作業を実施し、人工造林地において確実に成林が図られるように努め

る。 

表５　人工造林の造林方法 

　　　　　※コンテナ苗についても根鉢の乾燥を避けるよう取り扱うとともに、植栽にあたっては、深植 

に注意し、根鉢と植穴に土を被せ空隙が生じないように植穴の外周から内側に向けて軽く踏

み、根鉢の上面より１～２㎝程度の高さが植付後の水平面となるように土を寄せておくなど

根鉢と土壌を十分に密着することとする。 

 

（4）伐採跡地の人工造林をすべき期間 

皆伐後の伐採跡地に人工造林するまでの猶予期間は、森林資源の積極的な造成を図り、

林地の荒廃を防止するため、原則として２年以内とする。ただし、択伐や漸伐によるもの

については、皆伐に比べて森林の公益的機能への影響が小さいことを考慮し、伐採後おお

むね５年以内とする。なお、漸伐に関しては下種伐を実施した時から起算する。 

 

２　天然更新に関する事項 

天然更新については、前生稚樹の生育状況、母樹の存在など森林の現況、気候、地形、土

壌等の自然条件、林業技術体系等からみて、主として天然力の活用により適確な更新が図ら

れる森林において行う。 

（1）天然更新の対象樹種 

天然更新の対象は、福井県天然更新完了基準（令和４年９月改訂）に例示されている高

木性の在来樹種とする。なお、福井県天然更新完了基準で定めた群状伐採及び帯状伐採に

該当する場合は、同完了基準で同様に例示されている一部の小高木等についても更新対象

樹種に含めることができる。これらと併せて、萌芽による更新が可能な樹種を表６に示す。 

 区分 標準的な方法

 
地拵えの方法

等高線沿いに堆積する全刈筋積を原則とする。なお、急傾斜地等
の崩壊の危険性のある箇所については、生木棚積地拵を行い林地
の保全に努めるものとする。

 植付けの方法 長方形植え又は、三角植えとし、植え付けは丁寧植えとする。

 植栽の時期 １０月～１１月中旬（春植えは５月）までに行うものとする。
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表６　天然更新の対象樹種 

 

（2）天然更新の標準的な方法 

ア　天然更新の標準的な方法 

萌芽更新では、伐採後５年以内に福井県天然更新完了基準に基づき更新状況の確認を

行うこととし、当該萌芽の優劣が明らかとなる５年目頃に萌芽整理を行うものとする。

１つの切り株につき３～５本の萌芽を目安として残し、多数発生している萌芽を取り除

く。 

天然下種更新では、ササや落葉落枝の堆積等により更新が阻害されている箇所におい

て末木枝条類の除去や掻き起こしを行う。また、天然下種更新を確実に行うため、発生

した稚樹の生育を促進する刈り出しや、更新の不十分な箇所には植え込みを行う。 

天然更新による対象樹種の期待成立本数を表７に示し、更新を確実なものとするため

に、天然更新補助作業の標準的な方法を表８に示す。 

 

表７　天然更新の対象樹種の期待成立本数 

 

 

表８　天然更新補助作業の標準的な方法 

（3）その他天然更新の方法 

天然更新が完了した状態とは、５年生の天然更新対象樹種の期待成立本数10,000本／

haとし、その立木度３以上の状態（天然更新すべき立木の本数3,000本／ha以上）とす

る。 

 天然更新の対象樹種 高木性の在来樹種全般

 萌芽による更 

新が可能な樹種

コナラ、ミズナラ、クヌギ、クリ、シラカシ、イヌブナ、

ケヤキ、イヌシデ、ホオノキ、ヤブニッケイ、イタヤカエ

デ、カスミザクラ、エゾヤマザクラ等

 樹種 期待成立本数

 高木性の在来樹種 10,000 本／ha

 区　　分 標　準　的　な　方　法

 
地表処理

ササの繁茂や枝条の堆積により、天然下種更新が阻害されている箇所に
ついては、掻き起こしや枝条整理等を行い、種子の定着及び発育の促進を
図るものとする。

 
刈り出し

天然稚幼樹の生育がササ等の下層植生によって阻害される箇所につい
ては、稚幼樹の周囲を刈り払い稚幼樹の成長促進を図るものとする。

 
植え込み

　天然下種更新及び萌芽更新の不十分な箇所については、経営目標等に適
した樹種を選定して植え込みを行うものとする。

 
萌芽整理

萌芽更新を行なった箇所において、目的樹種の発生状況により必要に応
じて優良芽を１株当たり３～５本残すものとし、それ以外のものをかきと
る。
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なお、更新が完了していない場合は、植栽又は追加的な更新補助作業を実施し、確実

な更新を図る。 

 

（4）伐採跡地の天然更新をすべき期間 

伐採跡地の天然更新によるものについては、原則として、皆伐後おおむね５年を超えな

い期間を目安として定めるものとする。天然更新の完了確認は、福井県天然更新完了基準

に基づき行う。更新が完了していない場合は、植え込み又は追加的な更新補助作業を実施

し、確実な更新を図るものとする。 

 
３　植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項 
（1）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準 

現況が針葉樹人工林であり、母樹となり得る高木性の広葉樹林が更新対象地の斜面上方や

周囲 100m 以内に存在せず、林床にも更新樹種が存在しない森林とする。  

ただし、Ⅳの１の保健機能森林の区域内の森林であって森林保健施設の設置が見込まれる

ものは除くものとする。  

 

　　（2）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在 

表９に示す森林は、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林であるため、皆伐後は植

栽に努めるものとする。 

 

表９　植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在 

 

 森林の区域 備　　考

 １～１１、１６～１８、２０、２４～５１、５３

～６１、６３～７９、８２～８７、８９～１００

１０４～１２４、 １２６、１２８～１３８、１

４０～１４４、１４７～１４８、１５３～１５

４、１５６、１６１～１６６、１６９～１７１、 

１７３～１９１、１９３，１９４、１９６～１９

９、２０１～２０３、２０５～２０７、２０９、

２１６～２３６、２３８～２９６、２９８～３１

０林班

上記（１）の基準に照らし、天然更新が期待でき

ない人工造林地に限る。 

 

左記の区域内であっても、送電線下の伐採跡地

については、植栽によらなければ適確な更新が

困難な森林から除外する。ただし、設備の撤去等

で利用目的が失われた場合は、人工造林等によ

り速やかな更新を図る。
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４　森林法第１０条の９第４項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準 

森林法第１０条の９第４項の伐採の中止又は造林の命令の基準については、次のとおり定め

る。 

（1）造林に係る対象樹種 

ア　人工造林の場合 

Ⅱの第２の１の（１）に規定した表３の「人工造林の対象樹種」と同一のものとし、

その内容を表１０に改めて示す。 

 

表１０　人工造林の対象樹種 

 

 

 

 

※アカマツを植栽する場合は、松くい虫に対する抵抗性のある品種に限るものとする。 

 

イ　天然更新の場合 

Ⅱの第２の２の（１）に規定した表６の「天然更新の対象樹種」と同一のものとし、

その内容を表１１に改めて示す。 

 

表１１　天然更新の対象樹種 

 

 

 

 

 

（2）生育し得る最大の立木の本数として想定される本数 

人工造林については、５年生時点での対象樹種の立木の最大成立本数は針葉樹では2,50

0本／ha、広葉樹では10,000本／haとする。また、天然更新については、５年生時点での

対象樹種の立木の最大成立本数は10,000本／haとする。 

 

５　その他必要な事項 

該当なし 

 

 

 

 

 区　　　分 樹　　種　　名 備　考

 人工造林の対象樹種 スギ、ヒノキ、カラマツ、マツ等針葉樹、 

クヌギ、ナラ類、ケヤキ等広葉樹

 天然更新の対象樹種 高木性の在来樹種全般

 萌芽による更 

新が可能な樹種

コナラ、ミズナラ、クヌギ、クリ、シラカシ、イヌブナ、

ケヤキ、イヌシデ、ホオノキ、ヤブニッケイ、イタヤカエ

デ、カスミザクラ、エゾヤマザクラ等
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第３　間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準　 

既往の施業体系、間伐、保育の実施状況等を勘案し、計画事項を定めるものとする。 

ただし、最終的に目標とする森林の姿やコストの低減などを考慮した施業を行う場合に差

し障りがある場合は林業普及指導員等と相談の上、目的に応じた時期や回数とするものとす

る。 

 

１　間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法 

間伐及び保育は、これまで造成されてきた人工林を健全な状態に維持していく上で必要不

可欠な作業である。しかしながら、本市においては３５年生以下の人工林の林分が多く占め

ているが、間伐及び保育が十分に実施されていない状況にあることから、間伐及び保育作業

について適切な時期及び方法により実施されるよう、計画的かつ積極的に推進することとす

る。また、施業の省力化・効率化の観点から、「環境保全に適した森林」を中心に列状間伐

の導入に努めるものとする。 

植栽本数を低減した森林においては、地位級や樹冠のうっ閉状況、樹高成長量等を考慮し、

林型に応じて、必要な間伐を実施するものとする。 

なお、間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法を表１２に示す。 
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表１２　間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（スギ　2,500本／ha植栽） 

　　　※（　　）書きは、大径材を生産する場合の高齢級間伐を示す。 

      ※ 地位の上中下はそれぞれ特Ⅰ等地、Ⅱ等地、Ⅳ等地を示す。 

　　　※ 材積に係る伐採率は３５％以下とする。 

 

　平均的な間伐の実施時期の間隔年数 

　　林分の生育状況により判断するが、次の表を参考に決定する。 

 

 地位 間伐回数 林齢（年） 樹高（ｍ） 間伐率（％） 伐採後の成立本数

 

上

（自然枯死）
初　回 
２回目 
３回目 
４回目 
５回目 
６回目 

 
(７回目) 
(８回目)

 
15 
20 
25 
30 
35 
45 
 
60 
80

 
8 
11 
14 
16 
18 
22 
 

26 
31

 
10 
14 
17 
27 
27 
25 
 

17 
20

(2,300) 
2,100 
1,800 
1,500 
1,100 
800 
600 
 

500 
400

 

中

（自然枯死） 
（除伐） 
１回目 
２回目 

 
(３回目) 
(４回目)

 
12 
28 
43 
 
60 
80

 
5 
11 
16 
 

21 
24

 
20 
27 
36 
 

30 
26

(2,000) 
1,650 
1,200 
770 
 

540 
400

 

下

（自然枯死） 
１回目 
２回目 

 
(３回目) 
(４回目)

 
28 
43 
 
60 
80

 
6 
12 
 

13 
26

 
23 
36 
 

30 
26

(2,000) 
1,650 
1,050 

 
750 
550

 間伐木の 

選定方法

　間伐木の選定は、林分構造の適性化を図るよう形質不良木

等を主として、上記の間伐率を目標とする。

 標準伐期齢未満（人工植栽によるもので樹種を問わない） おおむね１０年

 標準伐期齢以上（人工植栽によるもので樹種を問わない） おおむね１５年
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２　保育の種類別の標準的な方法 

保育は、表１３に示す内容を標準として、当該森林の植生状況、立木の成長度合い等を勘

案し、適切に実施する。 

 

表１３　保育の種類別の標準的な方法 

 

３　その他必要な事項 

　　　　除伐、間伐にあっては、山ぎわ地域を重点的に進め、目的外樹種であってもそ

の生育状況、公益的機能の発揮及び将来の利用価値を勘案して、有用なものは保

存し育成するものとする。  

 保育 

種類
樹種

実施すべき標準的な林齢及び回数
保育の方法

 初回 2 回 3 回 4 回 5 回 6 回 7 回 8 回

 
根踏み

スギ 

ヒノキ
1

融雪直後に植栽木（根浮）の根元に土

を掛けてよく踏み固める。

 

下刈り
スギ 

ヒノキ
1 2 3 4 5 6 7

植栽の翌年から年一回を原則とし雑草

繁茂の著しい所は、一年生より実施す

る。一回刈りは 6～8 月を基準とす

る。 

※４回目（又は 4 年目）以降の下刈り

については雑草木や植栽木の生育状況

により必要性を検討した上で実施

 

雪起し
スギ 

ヒノキ
2 3 4 5 6 7 8 9

植栽後の翌年から、融雪後状況に応じ

て実施する。また、3齢級も状況に応

じて実施する。

 

除伐
スギ 

ヒノキ
8 12

植栽後 8 年目から間伐までの間に造林

木の成長が阻害されている箇所、阻害

が予想される侵入木や形成不良木を除

去する。実施時期は、10 月頃を目安と

する。

 

枝打ち
スギ 

ヒノキ
13 17 21 25 30

植栽後 13 年目から 5 回程度実施す

る。病害虫等の発生を予防するととも

に、材の完満度を高め、優良材を得る

ために行う。実施時期は樹木の成長休

止期の 12 月下旬～3 月上旬頃とする。

 

つる切り
スギ 

ヒノキ
10 18

下刈り終了後、つるの繁茂の状況に応

じて行う。実施時期は 8～10 月頃を目

安とする。



22 

第４　公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

公益的機能別施業森林等については、「越前地域森林計画」に基づき、森林の有する公益

的機能の別に応じて「公益的機能別施業森林」と「木材の生産機能の維持増進を図るための

森林施業を推進すべき森林」に区分し、次のとおり定める。 

 

１　公益的機能別施業森林の区域及び当該区域における施業の方法 

森林の保全に関する基本的な事項に示された森林の有する機能のうち、水源涵養、山地災
かん

害防止／土壌保全、快適環境形成、保健・レクリエーション、文化、生物多様性保全の高度

発揮が求められており、これらの公益的機能の維持増進を図るための森林施業を積極的かつ

計画的に実施することが必要かつ適切と見込まれる森林の区域を設定する。 

具体的には、「水源涵養機能林」「山地災害防止機能林」「保健文化機能林」とする。各機
かん

能が重複する場合は、それぞれの機能の発揮に支障がないような施業方法とするとともに、そ

の区域が分かるよう明示する。 

 

（1）水源涵養機能林(水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林) 
かん かん

ア　区域の設定 

ダム集水区域や主要河川上流に位置する森林及び地域の用水源等の周辺に存する森林で

あり、水源涵養機能の評価区分が高い森林など水源涵養機能の発揮を重視すべき森林を別
かん かん

表１により定めるものとする。 

イ　森林施業の方法 

森林施業の方法として、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とし、伐期の間隔

の拡大とともに伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図ることとする。次表の伐期

齢の下限に従った森林施業を推進すべき森林の区域については別表２により定めるものと

する。 

水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち、特に機能
かん

の発揮の必要のある森林については、長伐期施業を推進すべき森林とし、主伐の時期を標

準伐期齢のおおむね２倍以上とするとともに、伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散

を図る。 

 

森林の伐採齢の下限 

 

 

 

 
区　域

樹　種

 ス　ギ ヒノキ

 水源涵養機能林 
かん

（特に機能の発揮の必要のある森林）

５０年 

（おおむね８０年）

５５年 

（おおむね９０年）
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（2）山地災害防止機能林、保健文化機能林（土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機

 能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林、保健文化機能の維持増進を図

るための森林施業を推進すべき森林） 

ア　区域の設定 

次の①～②の森林の区域については、別表１により定めるものとする。 

①山地災害防止機能林（土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を

図るための森林施業を推進すべき森林） 

土砂の流出・崩壊その他災害の防備のための森林で、山地災害防止機能の発揮を重

視すべき森林を区域として設定し、これら機能の維持増進を図るための森林整備を効

果的に推進する。山地災害防止機能の維持増進を図るため、下層植生の維持を図り適

正な間伐又は保育を行い、根系の発達を確保することを主眼として、高齢級の森林へ

の誘導や伐採に伴う裸地面積の縮小及び分散を基本とした森林施業を行うものとす

る。 

②保健文化機能林（保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべ

き森林） 

優れた自然景観等を形成する保健・文化・教育的利用に適した森林等の保健文化

機能の発揮を重視すべき森林又は地域の生態系や生物多様性の保存に不可欠な森林

を区域として設定し、これら機能の維持増進を図るための森林整備を効果的に推進

する。 

なお、森林の構成及び配置状況、市民の意向等から判断して、風致の優れた森林

の維持又は造成のために特定の樹種の広葉樹を育成することが適切な森林について

は、特定広葉樹育成施業を推進すべき森林として、その区域を定めるものとする。 

 

イ　森林施業の方法 

次のaからcの森林のうち、これらの公益的機能の維持増進を特に図るための森林施

業を推進すべき森林については、（ｳ）の択伐による複層林施業を推進すべき森林と

して定めるものとし、それ以外の森林については、（ｲ）の複層林施業を推進すべき

森林として定める。 

また、適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林分においてこれらの機能の確

保ができる森林は、（ｱ）の長伐期施業を推進すべき森林として定めるものとし、主

伐の時期を標準伐期齢のおおむね２倍以上とするとともに、伐採に伴って発生する裸

地の縮小及び分散を図る。 

なお、保健文化機能林のうち、特に地域独自の景観等が求められる森林において、風

致の優れた森林の維持又は造成のために特定の樹種の広葉樹を育成する場合は（ｴ）の

特定広葉樹育成施業を推進すべき森林として定める。 

それぞれの森林の区域については別表２により定める。 
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a　傾斜が急な箇所、傾斜の著しい変移点を持っている箇所又は山腹の凹曲部等地表流

水、地中水の集中流下する部分をもっている箇所、地質が基岩の風化が異常に進んだ

箇所、基岩の節理又は片理が著しく進んだ箇所、破砕帯又は断層線上にある箇所、流

れ盤となっている箇所、土壌等が火山灰地帯等で表土が粗しょうで凝縮力の極めて弱

い土壌からなっている箇所、土層内に異常な滞水層がある箇所、石礫地から成ってい

る箇所、表土が薄く乾性な土壌から成っている箇所等の森林。 

 

b　都市近郊林等に存在する森林であって郷土樹種を中心とした安定した林相をなし

ている森林、市街地道路等と一体となって優れた景観美を構成する森林、気象緩和、

騒音防止等の機能を発揮している森林等。 

 

c　湖沼、瀑布、渓谷等の景観と一体となって優れた自然美を構成する森林、紅葉等の

優れた森林美を有する森林であって主要な眺望点から望見されるもの、ハイキング、

キャンプ等の保健・文化・教育目的利用の場として特に利用されている森林のうち、

保健・レクリエーション機能及び文化機能の発揮が特に求められる森林等。 

 

（ｱ）長伐期施業を推進すべき森林 

長伐期施業は、公益的機能をより高度に発揮させるとともに、大径材の生産を目標と

し、原則として伐採の時期は標準伐期齢のおおむね２倍の林齢以上の時期とする。林木

の成長による過密化に伴う林内相対照度の低下を防止して下層植生を適正に維持するた

め、適切に間伐を実施することとするが、立木の伐り過ぎによる公益的機能の低下を防

止するため、一定の蓄積を維持できるよう成長量相当分を間伐として伐採する。 

 

長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢の下限 

 

（ｲ）複層林施業を推進すべき森林 

複層林の造成に当たっては、当該森林の林齢が標準伐期齢に達した森林について、伐

採を実施して下層木の植栽、又は天然更新により実施するものとすること。 

主伐後の伐採跡地については、早期更新を確保するため、伐採が終了した日を含む伐

採年度（毎年４月１日から翌年３月３１日までをいう。）の翌伐採年度の初日から起算

して２年以内に、本計画において定める標準的な本数を基準とし、伐採に係る伐採材積

の比率に応じて植栽する。なお、天然更新を選択した場合は、伐採が終了した日を含む

 
区　域

樹　種

 ス　ギ ヒノキ

 
山地災害防止機能林、保健文化機能林の
うち、長伐期施業を推進すべき森林

おおむね８０年 おおむね９０年
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伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して５年を経過する日までに更新の完了を確認す

る。また、更新が未了と判断される場合にあっては７年を経過する日までに追加的な天

然更新補助作業、又は植栽を実施すること。 

造林樹種については、本計画において人工造林すべき樹種を主体として定める。 

また、複層林の造成後は、上層木の成長に伴って林内相対照度が低下し、下層木の成

長が抑制されることから、下層木の適確な生育を確保するため、適時に間伐を実施する

ことが必要であるが、この場合上層木の伐り過ぎによる公益的機能の低下を防止するた

め、一定の蓄積が常に維持されるものとする。 

 

（ｳ）択伐による複層林施業を推進すべき森林 

（ｲ）の方法に加えて、択伐の程度については景観の維持や保健・文化・教育的利用の

特質を阻害しない範囲とするが、適切な伐区の形状・配置、保護樹林帯の設置により当

該機能の確保ができる場合は帯状伐採等の小面積皆伐によるものとする。ただし、伐採

率についてはいずれも３０％以下（伐採後の造林が植栽による場合にあっては４０％以

下）とする。 

 

（ｴ）特定広葉樹育成施業を推進すべき森林 

特定広葉樹は、現存樹種を主体として、地域独自の景観、多様な生物の生息・生育環境

を形成する森林を構成する樹種を指定する。 

特定広葉樹の立木の伐採については、常に特定広葉樹の立木の蓄積が維持される範囲

において行う。特定広葉樹以外の立木については、特定広葉樹が優勢となる森林を造成

し、又は、その状態を維持するため、伐採を促進する。 

天然更新に必要な母樹のない森林など植栽によらなければ特定広葉樹の立木の適切な

生育を確保することが困難な森林の伐採跡地には、適確な本数の特定広葉樹を植栽し、

また、天然更新が見込まれる場合においても、特定広葉樹の適切な更新を図るため必要

に応じ刈り出し、植込み等の更新補助作業を行う。 

特定広葉樹の適切な生育に必要な芽かき、下刈り、除伐等の保育を実施することとし、

特にタケの侵入により特定広葉樹の生育が妨げられている森林については、継続的なタ

ケの除去を行う。 

 

２　木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当

該区域内における施業の方法 

（1）区域の設定　 

木材生産機能林 

林木の生育に適した森林、林道等の開設状況等から効率的な施業が可能な森林、木材

等生産機能の評価区分が高い森林で、自然的条件等から一体として森林施業を行うこと

が適当と認められる森林について、別表１により定める。 
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なお、この区域のうち、林地生産力や傾斜、標高等の自然条件ならびに林道からの距

離等の社会的条件において施業が有効な区域については、「特に効率的な施業が可能な

森林」として別表１により定める。この際、人工林を中心とした林分であることなど周

囲の森林の状況を踏まえるとともに、災害が発生するおそれのある森林を対象としない

よう十分留意することとする。 

 

（2）森林施業の方法 

木材生産機能林 

木材等林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給するため、生産目標に応じた主伐の

時期及び方法を定めるとともに、植栽による確実な更新、保育及び間伐等を推進するこ

とを基本とし、特に山ぎわを中心とした森林施業の集約化、路網整備や機械化等を通じ

た効率的な森林整備を推進するとともに、特に効率的な施業が可能な森林における人工

林の伐採後には原則、植栽による更新を行う。 

ただし、アカマツの天然下種更新や、コウヨウザン等のぼう芽更新を行う森林、福井

県天然更新完了基準で示されているぼう芽更新が期待できる樹種の森林、鉄塔・電線・

標識にかかる森林などを例外として除くものとする。 

　 

３　その他必要な事項 

該当なし 

 

 

第５　委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 

１　森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大に関する方針 

本市では、不在村森林所有者の増加及び森林所有者の高齢化が進んでいることから、森

林組合等による施業又は経営の受委託を促進し、当該所有者に対する普及・啓発活動を強化

し、適正な森林施業の確保及び森林の経営規模の拡大に努める。 

特に林業適地における主伐・再造林については、循環型林業経営など長期にわたる適性な

林業経営を担保するためにも、森林組合等の林業事業体による森林所有者との長期一括契約

（ふくい型林業経営モデル）による林業経営を進めるものとする。 

 

２　森林の経営の受託等による森林の経営規模の拡大を促進するための方策 

森林組合は、森林の施業又は森林経営の受委託について、森林所有者に対しダイレクトメ

ール等を活用した普及・啓蒙活動を強化する。 

また、福井県と森林所有者や施業履歴等の森林に関する情報の共有化に努める。 
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３　森林の経営の受託等を実施する上で留意すべき事項 

森林所有者にとって森林は、先祖から引き継いできたものであり、愛着深いものである。

経営を委託された者は、森林所有者と密に連絡をとり、森林所有者の意向を確認した上で、

森林経営を行う。 

 

４　森林経営管理制度の活用に関する事項 

（1）森林所有者自ら森林組合等に施業の委託を行うなどにより森林の経営管理（自然的経済

的社会的諸条件に応じた適切な経営又は管理を持続的に行うことをいう。以下に同じ。）

を実行することができない場合には、森林経営管理制度の活用を図り、森林所有者から経

営管理権を取得した上で、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営者

に経営管理実施権を設定するとともに、経営管理実施権の設定が困難な森林及び当該権利

を設定するまでの間の森林については、森林環境譲与税を活用しつつ、市森林経営管理事

業を実施することにより、適切な森林の経営管理を推進する。 

（2）木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林や植栽によらなけれ

ば適確な更新が困難な森林として本計画に定められ、木材生産や植栽の実施が特に要請さ

れる森林について、経営管理意向調査、森林現況調査、経営管理権集積計画の作成等を優

先させる。 

 

５　その他必要な事項 

間伐等の適切な整備及び保全を促進するための条件整備として、航空レーザ測量による情

報の提供及び開示等、ICT技術を活用した森林境界の明確化を推進するなど森林管理の適正

化を図る。 

 

 

第６　森林施業の共同化の促進に関する事項 

１　森林施業の共同化の促進に関する方針 

森林法第１０条の１１に規定される森林施業協定は、施業の共同化及びそのために必要な

施設の整備に関する措置等を内容としたものである。森林所有者の共同による施業の確実な

実施に努めるため、この協定の締結の促進に努める。 

 

２　施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策 

施業の共同化を助長し、合理的な林業経営を推進するため、施業実施協定の締結を促進し、

高密度作業路網の早急かつ計画的な整備、造林、保育及び間伐等の森林施業を森林組合への

委託等により、計画的かつ効率的な森林施業を推進することとする。森林の整備に対して消

極的な森林所有者に対しては、地区集会等への参加を呼びかけるとともに、その地区集会等

を利用し、森林管理の重要性の認識を深めるとともに、林業経営への参画意欲の拡大を図り、

施業実施協定への参画を促すこととする。 
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３　共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

森林所有者が共同で森林経営計画を作成する場合には、次の事項を旨として作成するもの

とする。 

（1）森林経営計画を共同で作成する者（以下「共同作成者」という。）は、全員により各

年度の当初等に年次別の詳細な実施計画を作成して代表者等による実施管理を行うこ

ととし、間伐を中心として施業は可能な限り共同で又は意欲ある林業事業体等への共同

委託により実施すること。 

（2）作業路網、土場、作業場等の施設の維持運営は共同作成者の共同により実施すること。 

（3）共同作成者の一人が施業等の共同化につき遵守しないことにより、その者が他の共同

作成者に不利益を被らせることがないよう、予め個々の共同作成者が果たすべき責務

等を明らかにすること。 

（4）共同作成者の合意の下、施業実施協定の締結に努めること。 

 

４　その他必要な事項 

　　　　該当なし 

 

 

第７　作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 

１　効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項 

林道等路網については、一般車両の走行を想定する「林道」、主として森林施業用の車両

の走行を想定する「林業専用道」、集材や造材等の作業を行う林業機械の走行を想定する 

「森林作業道」からなるものとする。その開設については、森林の整備及び保全、木材の生

産及び流通を効果的かつ効率的に実施するため、傾斜等の自然条件、事業量のまとまり等地

域の特性に応じて、環境負荷の低減に配慮しつつ推進する。 

効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な考え方を

表１４に示す。 
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表１４　効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システム 

　　　注：「急傾斜地」の〈　〉書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など育成複層林へ誘導 

する森林における路網密度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区　　分 作業システム  路網密度（ｍ/ha） 基幹路網 

（林道・林業専用道）

 緩傾斜地 

（０°～１５°）

車両系 

作業システム
１１０ｍ以上 ３０～４０ｍ

 

中傾斜地 

（１５°～３０°）

車両系 

作業システム
８５ｍ以上

２３～３４ｍ
 架線系 

作業システム
２５ｍ以上

 

急傾斜地 

（３０°～３５°）

車両系 

作業システム
６０〈５０〉ｍ以上

１６～２６ｍ
 架線系 

作業システム
２０〈１５〉ｍ以上

 急峻地 

（３５°～　）

架線系 

作業システム
５ｍ以上 ５～１５ｍ
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２　作業路網の整備に関する事項 

（1）基幹路網に関する事項 

ア　基幹路網の作設にかかる留意点 

安全の確保、土壌の保全等を図るため、適切な規格・構造の路網の整備を図る観

点等から林道規程（昭和48年４月１日48林野道第107号林野庁長官通知）、林業専用

道作設指針（平成22年９月４日22林整整第602号林野庁長官通知)を基本として、福

井県が定める林業専用道作設指針に則り開設する。 

 

イ　基幹路網の整備計画 

勝山市に関する基幹路網について、越前地域森林計画に記載されている林道を含

む基幹路網の開設・拡張に関する計画を別表３に示す。 

 

ウ　基幹路網の維持管理に関する事項 

「森林環境保全整備事業実施要領」（平成14年３月29日付け13林整整第885号林野

庁長官通知）、「民有林林道台帳について」（平成８年５月16日８林野基第158号

林野庁長官通知）等に基づき、管理者を定め、台帳を作成して適切に管理する。 

 

（2）細部路網の作設に関する事項 

ア　細部路網の作設に係る留意点 

継続的な使用に供する森林作業道の開設について、基幹路網との関連の考え方や丈

夫で簡易な規格・構造の路網を整備する観点等から森林作業道作設指針（平成22年11

月17日林整第656号林野庁長官通知）を基本として、福井県が定める森林作業道作設

指針に則り開設する。 

 

イ　細部路網の維持管理に関する事項 

森林作業道作設指針等に基づき、森林作業道が継続的に利用できるよう、適正に管

理する。 

 

３　林産物の搬出方法 

　「主伐時における伐採・搬出指針」（令和３年３月16 日付け２林整整第1157 

号）および「伐採作業と造林作業の連携等に関するガイドライン」（令和３年３月

31 日付け県材第209 号）を踏まえ、地形等の条件に応じて路網と架線を適切に組

み合わせて実施する。 

また、作業システム・木材生産量に対応した山土場の整備・配置、木材運搬トラ

ックの規格、（木材を出荷先へ直送しない場合の）大型トラックへの積替え場所の

検討等を十分に行い、伐採から運搬まで一連の工程でのコストの低減を図るものと

する。 
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４　その他必要な事項 

　該当なし 

 

 

第８　その他必要な事項 

１　林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 

林業従事者の安定的確保を図るための施設の整備、雇用の長期化、安定化を図るととも

に、社会保険等への加入促進、労働安全、衛生教育の推進、振動障害予防対策の強化等を

はかり、就労基盤の整備に努める。また、技術研修会等を実施し、作業技術の向上を推進

するとともに、技術職員として任用できるような技術、技能を有する人材の養成に努める

ものとする。 

また、持続可能な森林経営を目指す自伐型林業者の育成及び確保に努めるものとする。 

 

２　森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項 

本市の森林の人工林を高齢級に誘導し、多様な森林に整備していくためには、今後も間

伐の実施が必要である。また、主伐期を迎える人工林が増加するため、利用間伐も増加す

る傾向にある。しかし、林家の経営は零細かつ分散しており、林道等の基盤整備が十分で

ないことなどから、機械化の遅れは顕著である。 

林業就労者の減少及び高齢化の傾向の中にあって、森林施業の効率化を図るためには、

林業の機械化は必要不可欠であることから、生産性の向上、労働強度の軽減及び生産コス

トの低減を図るために傾斜地の多い地形条件や樹種等に対応した機械の導入を図るものと

し、導入を支援していく。 

そのため、林業事業体には地域にあった高性能林業機械の普及、高性能林業機械オペレ

－タ－の養成を推進し、機械作業に必要な路網等の施設の整備に努めるものとする。機械

の導入に当たっては、作業能力だけではなく、造材、集材、運材等既存の機械の作業能力

を踏まえ、新たなシステムとして作業効率の向上を図ることに留意し、林業機械の導入の

促進に努めるものとする。 

また、生産拡大や効率化につながる ICT 技術等の技術研修、講習会への参加を支援し、

林業技術の向上や各種資格を取得するための条件整備を行う。 
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表１５　森林施業の合理化を図るために必要な機械 

 

３　林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項 

本市における素材の生産流通・加工については、地域材活用に向けて積極的に推進すべ

き重要課題となっている。 

特に、素材の安定的供給に努めるとともに、九頭竜森林組合の木材加工場の健全な運営

を目指し、生産から加工までの一貫した組織体制を確立するとともに、木材価格、需要量

の変動に対応可能な計画的、安定的な供給体制の確立に努める。 

また、集成材や合板工場における市産材の利用拡大に加え、木質バイオマス発電施設の

導入により伐採した材を余すことなく利用できる環境が整ったことから、ウッドターミナ

ル等を設置し需要先へ直送することにより、流通コストの削減を図るものとする。 

更に、木質バイオマス発電での利用に加え、ペレットストーブや薪ストーブ

の導入など地域での熱利用についても推進するものとする。 

木材の流通、加工、販売施設等の整備計画及び特用林産物の生産、流通、加工、販売施

設の整備計画は別表４に示す。 

 

４　その他必要な事項 

該当なし 

  
作業の種類 現  状  （参考） 将    来

 

 
伐　　倒 チェーンソー チェーンソー

 
造　　材

チェーンソー 
プロセッサ

チェーンソー 
プロセッサ

 
集  　材

クレーン付きトラック 
フォワーダ

クレーン付きトラック 
タワーヤーダ 
フォワーダ

 

造　林 

保育等

地拵 チェーンソ－ チェーンソ－

 
下刈 刈払機 刈払機

 
枝打 自動枝打機 自動枝打機
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Ⅲ　森林の保護に関する事項 

第１　鳥獣害の防止に関する事項 

１　鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法 

野生鳥獣による森林の被害状況等に応じ、当該鳥獣害を防止するための措置を実施すべき

森林の区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法について、越前地域森林計画で定め

る鳥獣害の防止に関する事項を踏まえ、次の(1)及び（2）のとおり定める。 

（1）区域の設定 

「鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準について」（平成 28 年 10 月 20 日付け 28 林整

研第 180 号林野庁長官通知）に基づき、ニホンジカにより被害を受けている森林及び被害が

生ずるおそれのある森林等について、その被害の状況や生息状況を把握できる全国共通のデ

ータや県の調査等に基づき、林班を単位として鳥獣害防止森林区域を別表 7に定める。 

 

（2）鳥獣害の防止の方法 

鳥獣害の防止の方法について、ニホンジカによる被害の防止に効果を有すると考えられる

方法により、次のア又はイに掲げる被害防止対策を森林の区域の実情や森林の被害状況に応

じ単独で又は組み合わせて実施することとし、特に植栽が予定されている森林を中心に推進

することとする。 

なお、アに掲げる防護柵については改良等を行いながら被害防止効果の発揮を図るよう努

めるとともに、被害防止対策の実施に当たっては、鳥獣保護管理施策や農業被害対策等と連

携・調整を図ることとする。 

ア　植栽木の保護措置 

防護柵の設置又は維持管理、幼齢木保護具の設置、剝皮防止帯の設置、現地調査

等によるモニタリングの実施等 

イ　捕獲 

わな捕獲（ドロップネット、くくりわな、囲いわな、箱わな等によるものをいう。）、

誘引狙撃等の銃器による捕獲等の実施 

 

２　その他必要な事項 

鳥獣害防止森林区域内（ニホンジカ）において、植栽が計画されている場合は、被害の防

止の方法の実施状況について、森林法第 10 条の 8 第 2 項に基づく伐採及び伐採後の造林の届

出や森林所有者等への聞き取り調査又は現地調査等により確認する。（森林経営計画認定森

林においては、森林経営計画の認定権者が確認する。） 

なお、被害の防止の方法が実施されていない場合には、森林所有者等に対し助言・指導等

を通じて被害の防止を図ることとする。 
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第２　森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項 

１　森林病害虫等の駆除及び予防の方法 

（1）森林病害虫等の駆除及び予防の方針及び方法 

森林病害虫被害の防止については、被害の実態を的確に把握し、被害の終息に向けた適切

な措置を講ずることとする。 

①松くい虫被害対策 

森林病害虫等防除法に基づく保全すべき松林等において、予防・駆除対策、森林整備を

総合的に実施することで、松林の持つ公益的機能の持続的発揮を図る。 

 

<対策対象松林と防除手法> 

 

②ナラ枯れ被害対策 

森林病害虫等防除法に基づき、自然公園等自然景観と一体化した地域・施設周辺などを

中心に、予防・駆除対策を講ずることとする。 

 

（2）その他 

森林病害虫による被害の未然防止、早期発見及び早期駆除に向け、森林所有者へ森林病害

虫に関する情報提供等を行うとともに、県・森林組合等と連携し、的確な被害状況の把握に

努め、森林病害虫防除の円滑な実行を確保する。 

 

２　鳥獣害対策の方法（第１に掲げる事項を除く。） 

本市では、クマの剥皮被害が発生しており、被害防止のためにテープ巻き等の予防策を講

じているが、林業被害が拡大する危険性がある。そのため、予防策に加え捕獲等の対策も進

めていく必要がある。また、餌を求めて人里に近づくことを防止するため、生息地や食料の

確保のため奥山や鳥獣保護区等において針広混交林化を進めることとする。 

 

 松林区分 防除手法 備考

 
保 

全 

松 

林

高度公益機能 

森　　　 林

特別防除・地上散布・樹幹注入等の予防対策

と伐倒駆除等の駆除対策を効果的に実施し、

重点的に防除する。

　 

アカマツを植栽

する場合は、松く

い虫に対する抵

抗性のある品種

に限るものとす

る。

 地 区 保 全 

森　　　 林

高度公益機能森林に準じて防除を実施する。

 
周 

辺 

松 

林

被害拡大防止 

森　　　 林

高度公益機能森林への被害拡大を防止するた

め、伐倒駆除等の実施及び感染源の除去によ

る樹種転換を促進する。

 地区被害拡大 

防 止 森 林

地区保全森林への被害拡大を防止するため、

被害拡大防止森林に準じて防除を実施する。
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３　林野火災の予防の方法 

林野火災を防止するため、防火線の設置や初期防火用水の確保を適宜実施するとともに林

野に火入れを行う際には、勝山市火入れに関する条例に基づき、許可を受けるとともに防火

帯の確保等林野火災の発生を防がなければならない。 

また、たばこのポイ捨てを撲滅するため灰皿を携帯する等の啓発や、市政広報を通じ林野

火災の防止の広報を行い、林野火災の未然防止に努める。 

 

４　森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項 

該当なし 

 

５　その他必要な事項 

森林内における不法投棄や無許可伐採等の早期発見、春先の林野火災多発期における山火

事予防のための巡視を重点的に行う。梅雨、台風による森林被害や林道等の公共施設への被

害を早期に発見し、適切な措置を講ずる。 

森林所有者が森林の異常を発見した場合には、速やかに対策を講じるものとし、必要な場

合には行政と連絡を密にし、対応するものとする。 

また、森林の整備については、福井県環境基本計画（令和５年３月改定）における里地

里山の保全再生や生物多様性を重視した自然環境の保全再生、また福井県第二種特定鳥獣管

理計画－ニホンジカ－（令和４年３月策定）、－イノシシ－（令和４年３月策定）、－ニホ

ンザル－（令和４年３月策定）や福井県第二種特定鳥獣管理計画－ツキノワグマ－（令和４

年３月策定）における生息環境ごとの管理、被害防除対策との整合性を図りながら取り組む

こととする。 
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Ⅳ　森林の保健機能の増進に関する事項 

１　保健機能森林の区域 

保健機能を増進する森林のうち別表５に示す森林について、森林浴、自然観察、キャンプ

等に適した森林として広く利用に供するための適切な施業と施設の整備を一体として推進す

ることとする。 

 

２　保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法 

保健機能森林の区域内の森林においては、自然環境の保全等に配慮しつつ多様な樹種から

なる明るく色調に変化のある森林を維持し、又はその状態に誘導することを旨として、別表

６に示す方法に従って、積極的な施業を実施するものとする。 

 

３　保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備 

（1）森林保健施設の整備 

保健機能森林の区域内の森林においては、表１６に示すところに従い、適正な施設の整備

及び維持管理をする。 

 

表１６　森林保健施設の整備 

 

（2）立木の期待平均樹高 

立木の期待平均樹高を表１７に示す。 

 

表１７　立木の期待平均樹高 

 

４　その他必要な事項 

保健機能森林の管理・運営に当たっては、自然環境の保全に配慮しつつ、森林の保全と両

立した保健機能の増進が図られるよう森林及び施設の適切な管理、防火体制、防火施設の整

備に努めることとする。 

 

  施設の整備及び維持管理  

 
  管理施設、キャンプ場、林間広場、遊歩道及びこれに類する施設

  樹  種 期待平均樹高 備　　　　　考  

   スギ 

  ヒノキ 

  マツ 

  ケヤキ・クヌギ 

  その他広葉樹

       １９ｍ 

       １５ｍ 

       １７ｍ 

         ８ｍ 

         ８ｍ
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Ⅴ　その他森林の整備のために必要な事項 

１　森林経営計画の作成に関する事項 

森林経営計画を作成するに当たり、次に掲げる事項について適切に計画する。 

（1）Ⅱの第2の3の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主伐後の植栽 

（2）Ⅱの第4の公益的機能別施業森林の施業方法 
（3）Ⅱの第5の3の森林の経営の受託等を実施する上で留意すべき事項及びⅡの第6の3の 

共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 
（4）Ⅲの森林の保護に関する事項 

（5）森林法施行規則第３３条第１号ロの規定に基づく区域 

 

 
区域名 林班 区域面積 (ha)

 北郷区域 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・
14・ 15・ 16・ 17・ 18・ 19・ 20・ 21・  
22・ 23・ 24・ 25・ 26・ 27・ 28・ 29・ 30・  
31・ 32・ 33・ 34・ 35

2,003.69

 荒土区域 36・ 37・ 38・ 39・ 40・ 41・ 42・ 43・ 44・  
45・ 46・ 47・ 48・ 49・ 50・ 51・ 52・ 53・  
54・ 55・ 56・ 57

1,337.82

 野向第１区域 58・ 59・ 60・ 61・ 62・ 63・ 64・ 65・ 66・  
67・ 68・ 69・ 70・ 71・ 72・ 73・ 74・ 75 

1,226.99

 野向第２区域  76・ 77・ 78・ 79・ 80・ 81・ 82・ 83・ 84 630.04

 北谷第１区域 85・ 86・ 87・ 88・ 89・ 90・ 91・ 92・ 93・  
94・ 95・ 96・ 97・ 98・ 99・ 100・ 101・  
102・ 103・ 104・ 105・ 106・ 107

1,273.50

 北谷第２区域 110・ 111・ 112・ 113・ 114・ 115・ 116・  
117・ 118・ 119・ 120・ 121・ 122・ 123・  
124・ 125・ 126・ 127・ 128・ 129・ 130・  
131

1,289.54

 北谷第３区域 108・ 109・ 132・ 133・ 134・ 135・ 136・  
137・ 138・ 139・ 140・ 141・ 175・ 176・  
177・ 178・ 179・ 180

1,046.23

 北谷第４区域 142・ 143・ 144・ 145・ 146・ 147・ 148・  
149・ 150・ 151・ 152・ 153・ 154・ 155・  
156・ 157・ 158・ 159・ 160・ 161・ 162・  
163・ 164・ 165・ 166・ 167・ 168・ 169・  
170・ 171・ 172・ 173・ 174

2,373.41
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２　生活環境の整備に関する事項 

該当なし 

 

３　森林整備を通じた地域振興に関する事項 

森林の資源を活用した木材産業は裾野の広い産業と言われ、地域経済の要ともなりうる産

業である。このことから本市の80％を占める森林を活用するため、合法性を証明した市産材

を使用した住宅等の地産地消の家づくりを推進し、川下から川上までの地域経済の振興を図

ることに努める。 

また、木質バイオマス発電の導入により市産材の利用できる環境が整ったことから、林業、

木材産業関係者の連携を強化し、低コストで安定的に供給し得る体制整備に加え、公共施設

や公共土木工事での利用拡大や品質管理の徹底、PR 効果の高い場所での利用に係る普及啓

発活動等を通じ需要拡大を図り、循環利用を基軸とした計画的な伐採及び造林を促進するも

のとする。 

また、持続可能な森林経営を目指す自伐型林業者の育成及び確保することで、担い手の減

少等により森林の荒廃が懸念される森林において、適正に森林の保全管理を行い、森林が持

つ多面的機能の維持増進を図るものとする。 

 村岡区域 181・ 182・ 183・ 184・ 185・ 186・ 187・  
188・ 189・ 190・ 191・ 192・ 193・ 194・  
195・ 196・ 197・ 198・ 199・ 200・ 201・  
202・ 203・ 204・ 205・ 206・ 207・ 208・  
209・ 210・ 211・ 212・ 213・ 214・ 215・  
216・ 217・ 218・ 219・ 220・ 221・ 222・  
309・ 310

2,450.63

 平泉寺第１区域 223・ 224・ 225・ 226・ 227・ 228・ 229・  
230・ 231・ 232・ 233・ 234・ 235・ 236・  
237・ 238・ 239・ 240・ 241・ 242・ 243・  
244・ 245・ 246・ 247・ 248・ 249・ 254・  
255

1,753.74

 平泉寺第２区域 250・ 251・ 252・ 253・ 256・ 257・ 258・  
259・ 260・ 261・ 262・ 263

652.22

 遅羽区域 264・ 265・ 266・ 267・ 268・ 269・ 270・  
271・ 272・ 273・ 274・ 275・ 276

660.97

 鹿谷区域 277・ 278・ 279・ 280・ 281・ 282・ 283・  
284・ 285・ 286・ 287・ 288・ 289・ 290・  
291・ 292・ 293・ 294・ 295・ 296・ 297・  
298・ 299・ 300・ 301・ 302・ 303・ 304・  
305・ 306・ 307・ 308

1,483.89
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４　森林の総合利用の推進に関する事項 

１７０字奥山の森林公園周辺の森林については、森林浴、自然観察等に適した森林として

広く利用に供するための適切な施業と施設の整備を一体として推進するとともに、景観の向

上に配慮しつつ、広葉樹との混交化を図るものとする。 

 

５　市民参加による森林の整備に関する事項 

　市内４小学校の緑の少年団を中心に、市内の小学生や一般市民が自然の大切さと、ふるさ

とへの愛着をはぐくみ、森林についての理解を深めるよう、森林づくりへの直接参加を進め

る。 

また、健全な森を次の世代に引き継いでいくため、令和５年度から新たに豊かな森づくり

推進事業交付金を創設し、森林の有する水源涵養、山地災害防止の公益的機能の重要性に鑑

み、その機能が持続的に発揮されるよう地域の実情に応じて実施する林道の減災対策、維持

管理等を支援する。 

 

６　針広混交林化に関する事項 

ア　針広混交林化に関する基本的事項 

ダム上流など奥山の水源地域等の環境林において、公益的機能の発揮のため継続

的な育成管理が必要なスギ等針葉樹については、天然力を活用した広葉樹の導入等

により針広混交林に誘導するものとする。 

イ　針広混交林化の方法 

針広混交林化に当たっては、針葉樹一斉林を列状、帯状、群状（モザイク状）に

伐採し、天然更新を主体とし広葉樹の導入育成を図るものとする。 

なお、急傾斜で伐採によりなだれが発生するおそれがある箇所については、帯状、

群状（モザイク状）伐採を基本とする。 

また、広葉樹の導入に当たっては更新が確実に図られるよう次の事項に留意する。 

 

①事前予測 

伐採前に広葉樹の稚樹が侵入しているか、埋土種子があるか、周辺に広葉樹の

母樹が存在するかを確認し更新が可能か判断すること。 

②更新補助作業 

必要に応じ造林技術基準で定める地表処理を行うこと。 

③更新完了基準 

伐採後５年以内に福井県天然更新完了基準に基づく更新状況の確認を行い、

更新が完了していない場合は、植栽又は追加的な更新補助作業を実施し、確実

な更新を図ること。 
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７　森林経営管理制度に基づく事業に関する事項 

（1）経営管理集積計画作成に係る意向調査計画 

令和２年度から令和１０年度に意向調査を実施 

（2）計画期間内における勝山市森林経営管理事業計画 

該当なし 

 

８　その他必要な事項 

（1）保安林その他法令により施業について制限を受けている森林に関する事項 

保安林その他法令により施業について制限を受けている森林においては当該制限に

従って施業を実施することとする。 

（2）森林施業の技術及び知識の普及・指導に関する事項 

森林施業の円滑な実行確保を図るため、県等の指導機関、森林組合との連携をより密

にし、普及啓発、経営意欲の向上に努めることとする。 

（3）森林の土地売買の監視に関する事項 

森林を売買する場合、農地のような売買規制がなく自由な売買が可能となっている。 

一方、森林については無秩序な開発等を防止するため、森林法のもとで、伐採規制や

開発規制等が施されているが、森林を適切に管理する意志のない者が森林を所有した場

合、無断伐採や産業廃棄物不法投棄の受け入れ先、地下水等の過剰取水など様々な問題

が生じるおそれがある。 

このため、特に、ダム上流や生活用水を供給する井戸などの公共用水源上　

流の森林については、山林売買を事前に把握して、不適正な利用を抑止す

るなど監視の強化を図るものとする。  

 

監視の強化を図るべき区域  

　　　　　○ダム上流の森林  

・浄土寺川ダム（勝山市）  

・小原ダム（勝山市）  

　　　　　　　　○生活用水を供給する井戸などの公共用水源上流の森林  

　　　　　　　　○水源かん養保安林  
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【別表１】公益的機能別施業森林の区域 

 

 区　分 森林の区域（林班） 面積（ha)

 水源涵養機能林 
かん

（水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業
かん

を推進すべき森林）

３～６・８・１０～２８・３３～３５・４２～４４・４６

～５５・６１～７３・７６・７８・８５～１０５・１０７

～１０９・１１１～１１５・１１７～１３１・１３３～１

４４・１４６～１５４・１５６～１７８・１８０～１８４

・１８６・１８８～２００・２０３・２０５～２０８・２

１０～２１５・２１８～２２０・２２２・２３１～２４４

・２４６～２４８・２６１・２６５～２６８・２８６～２

９１・２９７・３０１・３０４～３０６・３０８

12,811.14

 土地に関する災害の防

止及び土壌の保全の機

能、又は保健文化機能

の維持増進を図るため

の森林施業を推進すべ

き森林 

 

 

 

山地災害防止機能林　 

（土地に関する災害の防

止及び土壌の保全の機能

の維持増進を図るための

森林施業を推進すべき森

林）

１・３～２６・２８～４５・４７～５５・５７～６１・６

２（小班６・７・８・４７・４８・４９・６０・６１・６

２・６４除く）・６３～６５・６７・６９～７１・７３・

７４・７６～７８・８２～８７・８８（小班７～１２・１

４・１５・１８・１９・２０・２７～３２・３４・３７～

４０・４９～５２・５５・６０・６１・６２・６４・６８

～７１除く）・８９～１０１（小班８７・８８・８９・９

１・９２・９３除く）・１０５～１４４・１４６～１４８

・１５０～１５４・１５６・１５７・１５９～１６９・１

７１～１８６・１８８～１９１・１９２（小班２・６・７

・８・２０～２８・３０除く）・１９３・１９４・１９５

（小班２２～２４除く）・１９６～１９９・２００（小班

１～８除く）・２０１・２０３・２０４（小班１５除く）

・２０６～２０８（小班１１～１８除く）・２１２（小班

１～１７除く）・２１３（小班１５～３０・６５～６７・

９１～９５除く）・２１４（小班１～９除く）・２１５（

小班１２～２１・２４・２５除く）・２１８～２２０・２

２２～２２４・２２６～２３６・２３８～２４７・２４９

・２５０・２５６・２５８～２６０・２６３～２７０・２

７２～２７４・２７６～２８１・２８４・２８５・２８７

～２９２・２９８～３０２・３０４～３０９

15,211.40
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 土地に関する災害の防

止及び土壌の保全の機

能、又は保健文化機能

の維持増進を図るため

の森林施業を推進すべ

き森林 

保健文化機能林　　　 

（保健文化機能の維持増

進を図るための森林施業

を推進すべき森林）

８０（小班９～１１・１３～１６・１８・１９除く）・８

１（小班３・８・１７～２２・３１・３８～４６除く）・

１１８～１３０・１３９・１４８～１５４・１５６～１７

５・１９０・１９１・１９２（小班２・６・７・８・２０

～２８・３０除く）・１９３・１９４・１９５（小班２２

～２４除く）・１９６～１９９・２０３・２０５～２０８

（小班１１～１８除く）・２１０（小班１～１０・１２・

１４～１８除く）・２１２（小班１～１７除く）・２１３

（小班１５～３０・６５～６７・９１～９５除く）・２１

４（小班１～９除く）・２１５（小班１２～２１・２４・

２５除く）・２１８～２２０・２２３・２２５～２３６・

２３８～２４０・２４３～２７９・３０４・３０５・３０

７・３０８

7,023.80

 木材生産機能林 

（木材の生産機能の維持増進を図るための 

森林施業を推進すべき森林） 

 

２・５６・６２・７５・７９～８１・８８・１０１～１０

３・１４５・１５５・１８７・１９２・１９５・２００・

２０２・２０４・２０８～２１７・２２１・２３７・２８

２・２８３・２９３～２９６・３０３・３１０

2,134.07

 うち、特に効率的な施業が可能な森林 ６２のうち小班（６・７・８・４７・４８・４９・６０・

６１・６２・６４）・８０のうち小班（９～１１・１３～

１６・１８・１９）・８１のうち小班（３・８・１７～２

２・３１・３８～４６）８８のうち小班（７～１２・１

４・１５・１８・１９・２０・２７～３２・３４・３７～

４０・４９～５２・５５・６０・６１・６２・６４・６８

～７１）・１０１のうち小班（８７・８８・８９・９１・

９２・９３）・１０２のうち小班（２～６・９～１５・２

６～３１）・１０３のうち小班（４６～５１）・１９２の

うち小班（２・６・７・８・２０～２８・３０）・１９５

のうち小班（２２～２４）・２００のうち小班（１～８）

２０４のうち小班（１５）・２０８のうち小班（１１～１

８）２１０のうち小班（１～１０・１２・１４～１８）・

２１１・２１２のうち小班（１～１７）２１３のうち小班

（１５～３０・６５～６７・９１～９５）・２１４のうち

小班（１～９）・２１５のうち小班（１２～２１・２４・

２５）・２３７

471.43
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【別表２】公益的機能別施業森林の区域内の森林における施業の方法 

 区　分 施業の方法   森林の区域（林班） 面積(ha)

 水源の涵養の機能の
かん

維持増進を図るための

森林施業を推進すべき

森林

伐期の延長を推進すべき森林 ６２（小班６・７・８・４７・４８・４９・６０・６１・６

２・６４）・８８（小班７～１２・１４・１５・１８・１９

・２０・２７～３２・３４・３７～４０・４９～５２・５５

・６０・６１・６２・６４・６８～７１）・１０１（小班８

７・８８・８９・９１・９２・９３）・１０２・１０３・１

９２（小班２・６・７・８・２０～２８・３０）・１９５（

小班２２～２４）・２００（小班１～８）・２０８（小班１

１～１８）・２１０（小班１～１０・１２・１４～１８）・

２１１・２１２（小班１～１７）・２１３（小班１５～３０

・６５～６７・９１～９５）・２１４（小班１～９）・２１

５（小班１２～２１・２４・２５）・２３７

494.49

 長伐期施業を推進すべき森林 ３～６・８・１０～２６・２７・２８・３３～３５・４２～

４４・４６・４７～５５・６１・６２（小班６・７・８・４

７・４８・４９・６０・６１・６２・６４除く）・６３～６

５・６６・６７・６８・６９～７１・７２・７３・７６・７

８・８５～８７・８８（小班７～１２・１４・１５・１８・

１９・２０・２７～３２・３４・３７～４０・４９～５２・

５５・６０・６１・６２・６４・６８～７１除く）・８９～

１００・１０１（小班８７・８８・８９・９１・９２・９３

除く）・１０４・１０５・１０７～１０９・１１１～１１５

・１１７～１３１・１３３～１４４・１４６～１４８・１４

９・１５０～１５４・１５６・１５７・１５８・１５９～１

６９・１７０・１７１～１７８・１８０～１８４・１８６・

１８８～１９１・１９２（小班２・６・７・８・２０～２８

・３０除く）・１９３・１９４・１９５（小班２２～２４除

く）・１９６～１９９・２００（小班１～８除く）・２０３

・２０５・２０６・２０７・２０８（小班１１～１８除く）

・２１０（小班１～１０・１２・１４～１８除く）・２１２

（小班１～１７除く）・２１３（小班１５～３０・６５～６

７・９１～９５除く）・２１４（小班１～９除く）・２１５

（小班１２～２１・２４・２５除く）・２１８～２２０・２

２２・２３１～２３６・２３８～２４４・２４６・２４７・

２４８・２６１・２６５～２６８・２８６・２８７～２９１

・２９７・３０１・３０４～３０６・３０８

12,133.24
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 土地に関する災害の

防止及び土壌の保全

の機能、又は保健文

化機能の維持増進を

図るための森林施業

を推進すべき森林 

 

 

 

 

 

長伐期施業を推進すべき森林 １・３～２６・２８～４５・４７～５５・５７～６１・６

２（小班６・７・８・４７・４８・４９・６０・６１・６

２・６４除く）・６３～６５・６７・６９～７１・７３・

７４・７６～７８・８０（小班９～１１・１３～１６・１

８・１９除く）・８１（小班３・８・１７～２２・３１・

３８～４６除く）・８２～８７・８８（小班７～１２・１

４・１５・１８・１９・２０・２７～３２・３４・３７～

４０・４９～５２・５５・６０・６１・６２・６４・６８

～７１除く）・８９～１００・１０１（小班８７・８８・

８９・９１・９２・９３除く）・１０５～１４４・１４６

～１４８・１４９・１５０～１５４・１５６・１５７・１

５８・１５９～１６９・１７０・１７１～１８６・１８８

～１９１・１９２（小班２・６・７・８・２０～２８・３

０除く）・１９３・１９４・１９５（小班２２～２４除く

）・１９６～１９９・２００（小班１～８除く）・２０１

・２０３・２０４（小班１５除く）・２０５・２０６・２

０７・２０８（小班１１～１８除く）・２１０（小班１～

１０・１２・１４～１８除く）・２１２（小班１～１７除

く）・２１３（小班１５～３０・６５～６７・９１～９５

除く）・２１４（小班１～９除く）・２１５（小班１２～

２１・２４・２５除く）・２１８～２２０・２２２～２２

４・２２５・２２６～２３６・２３８～２４７・２４８・

２４９・２５０・２５１～２５５・２５６・２５７・２５

８～２６０・２６１・２６２・２６３～２７０・２７１・

２７２～２７４・２７５・２７６～２８１・２８４・２８

５・２８７～２９２・２９８～３０２・３０４～３０９

16,028.09

 特定広葉樹の育成を行う森林施

業を推進すべき森林
２６・１３０ 178.98
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【別表３】基幹路網の整備計画 

 

 

 

 

開設／拡張 種類
位置 

（市町）
路線名 延長（m）

利用区 

域面積

前半 5年

の計画箇

所

備考

 開設 自動車道 勝山市 越前大仏線 3,300m 1,216ha － 　　　

 〃 〃 〃 勝山北部１号線 3,100m 1,768ha － 　

 〃 〃 〃 芦谷線 600m 19ha － 　

 〃 〃 〃 一本松線 5,000m 137ha － 　

 〃 〃 〃 亥振谷線 300m 49ha － 　

 〃 〃 〃 牛ヶ谷線 200m 288ha － 　

 〃 〃 〃 小暮見線 400m 172ha － 　

 〃 〃 〃 新道横倉線 200m 1,165ha － 　

 〃 〃 〃 新道横倉２号線 900m 288ha － 　

 〃 〃 〃 取立山線 600m 214ha － 　

 〃 〃 〃 中の平線 300m 53ha － 　

 〃 〃 〃 中山線 100m 88ha － 　

 〃 〃 〃 畑ヶ城線 700m 238ha － 　

 〃 〃 〃 牛ヶ谷２号線 300m 32ha － 　

 〃 〃 〃 保月山線 700m 29ha － 　

 〃 〃 〃 杉山線 200m 785ha － 　

 〃 〃 〃 明栃線 300m 39ha － 　

 〃 〃 〃 松尾線 500m 149ha － 　

 〃 〃 〃 大師山線 300m 116ha － 　

 〃 〃 〃 栃神谷線 300m 144ha － 　

 〃 〃 〃 水無線 700m 153ha － 　

 〃 〃 〃 西ヶ平線 300m 220ha － 　

 〃 〃 〃 金山線 400m 199ha － 　

 〃 〃 〃 細野口線 300m 97ha － 　

 合計 　 　 24 路線 20,000m 　 　 　
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開設／拡張 種類
位置 

（市町）
路線名 延長（m）

利用区 

域面積

前半 5年

の計画箇

所

備考

 拡張（改良） 自動車道 勝山市 岩屋線 4,000 1,045ha － 　

 〃 〃 〃 小原線 4,000 2,124ha － 　

 〃 〃 〃 法恩寺線 1,700m 2,857ha － 　

 〃 〃 〃 芦谷線 300m 19ha － 　

 〃 〃 〃 板谷線 800m 369ha － 　

 〃 〃 〃 伊知地線 1,000m 627ha － 　

 〃 〃 〃 一本松線 1,000m 137ha － 　

 〃 〃 〃 牛ヶ谷線 1,600m 288ha 〇 　

 〃 〃 〃 奥山線 1,500m 499ha － 　

 〃 〃 〃 河合線 500m 93ha － 　

 〃 〃 〃 暮見谷線 300m 190ha － 　

 〃 〃 〃 小暮見線 800m 172ha － 　

 〃 〃 〃 新道横倉線 2,000m 1,165ha － 　

 〃 〃 〃 杉山線 400m 785ha － 　

 〃 〃 〃 谷線 200m 50ha － 　

 〃 〃 〃 大師山線 1,000m 116ha － 　

 〃 〃 〃 中山線 500m 88ha － 　

 〃 〃 〃 畑ヶ城線 1,000m 238ha － 　

 〃 〃 〃 坂東島線 1,000m 125ha － 　

 〃 〃 〃 保月山線 500m 29ha － 　

 〃 〃 〃 水呑谷線 2,000m 142ha － 　

 〃 〃 〃 山田線 500m 79ha － 　

 〃 〃 〃 明栃線 500m 39ha － 　

 〃 〃 〃 陰山線 1,000m 174ha － 　

 〃 〃 〃 細野口線 2,328m 97ha － 　

 〃 〃 〃 杉山線恐竜道線 300m 185ha 〇 　

 拡張（舗装） 〃 〃 岩屋線 5,403m 1,045ha － 　

 〃 〃 〃 小原線 100m 2,124ha － 　

 〃 〃 〃 板谷線 1,373m 369ha － 　

 〃 〃 〃 一本松線 2,400m 137ha 〇 　

 〃 〃 〃 牛ヶ谷線 1,000m 288ha － 　

 〃 〃 〃 奥山線 1,243m 499ha － 　

 〃 〃 〃 暮見谷線 1,100m 190ha － 　
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【別表４】　林産物の生産（特用林産物）・流通・加工・販売施設の整備計画 

 

 

 

 

 

 

開設／拡張 種類
位置 

（市町）
路線名 延長（m）

利用区 

域面積

前半 5年

の計画箇

所

備考

 拡張（舗装） 自動車道 勝山市 小暮見線 2,330m 172ha － 　

 〃 〃 〃 新道横倉線 4,100m 1,165ha － 　

 〃 〃 〃 杉山線 200m 785ha － 　

 〃 〃 〃 大師山線 1,900m 116ha 〇 　

 〃 〃 〃 中山線 1,022m 88ha － 　

 〃 〃 〃 水呑谷線 1,000m 142ha － 　

 〃 〃 〃 明栃線 1,500m 39ha 〇 　

 〃 〃 〃 牛ヶ谷２号線 500m 32ha － 　

 〃 〃 〃 高平線 500m 59ha － 　

 〃 〃 〃 畑ヶ城線 1,000m 238ha 〇 　

 〃 〃 〃 杉山線恐竜道線 300m 185ha － 　

 〃 〃 〃 陰山線 2,000m 174ha － 　

 合計 　 　 44 路線 59,399m 　 　6箇所 　

 施設の種類 現状（R元年度） 計画 備考

 位置 規模（ｔ） 対図面 

番号

位置 規模（ｔ） 対図面 

番号

 木炭生産施設 荒土町 0.6 １ 荒土町 １

 　　〃 北谷町 0.5 ２ 北谷町 ２

 わさび生産施設 北谷町 0.1 ２ 北谷町 ２

 九頭竜森林組合木材

加工所

奥山 保管倉庫２棟 

加工場１棟 

管理棟１棟 

木材乾燥機２基

３ 奧山 ３
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【別表５】保健機能森林の区域 

 

 

【別表６】保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法 

 

 

【別表７】 

 

 

 
地区名

森林の所在 森林の林種別面積

備考  
林班小班 合計 人工林 天然林 無立木地 竹林 その他

 
岩屋 ２６,２７林班

ha 

14.0

ha 

5.3

ha 

5.1

ha 

－

ha 

－

ha 

3.6

 
東山 １３０林班 41.7 31.3 10.4 － － －

 
合計 55.7 36.6 15.5 － － 3.6

 地区名 施業の区分 施  業  の  方  法

  

 

 

岩  屋 

 

 

東　山

 

伐採 

 

造林 

 

 

植栽 

 

 

保育 

 

　択伐を原則とする｡ 

 

　伐採後は､速やかに､植栽又は更新作業を行うこととし､２年

以内に更新を完了するものとする｡ 

 

　植栽は､出来るだけ多様な樹種構成となるよう配慮するもの

とする｡ 

 

当該森林は､特定施業森林区域であり､特定広葉樹育成施業を

推進すべき森林の保育の方法に従い行うものとする｡

 対象鳥獣の種類 森林の区域（林班） 面積(ha)

  

ニホンジカ

 

3・5～8・16～45・57・62・68～90・98～99・

101～137・140～144・175～189・198～207・

215・218～223・226～228・264～288・293・

302～310 

 

10,023.4
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